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茨城県告示第393号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は、令和３年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和３年４月１日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　古河坂東自転車道線

３　道路の区域

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第394号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定に基づき、次の区域を

急傾斜地崩壊危険区域に指定する。

　なお、その関係図書は、茨城県土木部河川課（水防災・砂防対策室）及び茨城県竜ケ崎工事事務所において縦覧に

供する。

　　　令和３年４月１日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　区域の名称

　　大宿地区　急傾斜地崩壊危険区域

２　土地の範囲

　次に掲げる地番の土地に存する標柱８号と標柱14号を結んだ線、及び標柱14号から標柱21号まで順次結んだ線、

及び標柱21号と標柱９号を結んだ線、及び標柱９号と標柱８号を結んだ線に囲まれた区域
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備　考標柱番号地　番字　名町・大字名市　名

Ｈ18．４．３指定⑧乙521－２狸崎江戸崎稲敷市

Ｈ18．４．３指定⑨甲3834－２〃〃〃

⑭乙521－２〃〃〃

⑮乙521－２〃〃〃

⑯甲3834－１〃〃〃

⑰甲3834－１〃〃〃

⑱乙518－１〃〃〃

⑲乙518－３〃〃〃

⑳甲3834－２〃〃〃

㉑甲3834－２〃〃〃

摘　要延　長敷地の幅員旧新の別区　　　間

メートルメートル

1,280

2,290

最大　　　 　3.0

最小　　　 　3.0

最大　　　　10.2

最小　　　 　2.4

　（Ａ）

旧　　　
　

　（Ｂ）

古河市鳥喰字前田中160番４地先から

古河市中田新田字道下512番２地先まで

迂回路撤去1,280
最大　　　 　3.0

最小　　　 　3.0
新　　　　（Ｂ）
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